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新型コロナウイルス対策の「特別定額給付金」に関わる要望書 

 

 貴職の日頃のご奮闘に敬意を表します。さて、現在、新型コロナウイルスが猛威を振るっ

ており、緊急事態宣言が発動されております。国民に対しては、外出の自粛、3 密（密集、

密接、密閉）を避ける行動等が要請されております。そのために、経済は停滞し、失業、

収入減少等に苦しんでいます。このような中で、政府は、「新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策」の一環として、全国民に 10 万円を支給する「特別定額給付金」制度を決定し、

いま給付が始まっています。遅すぎる決定ですが、国民にとっては待ち望んでいた政策で

す。 

 さて、この給付金に関して、由々しき問題が起こっています。生活保護利用者の場合も、

この 10 万円は支給されることになっておりますが、困窮のために生活保護を利用しようと

した場合に、支給された 10 万円は、資産とみなされて、生活保護利用のための「要否判定」

に使用するということです。これでは、折角支給された金員が、生活保護を利用しようと

すると事実上「返還」させられることになります。このようなやり方は即時中止すべきで

す。生活困窮者のくらしを守る上でも、憲法第 14 条の「法の下の平等」を実現するために

も、やめるべきです。以下要望致します。 

 

〈 記 〉 

 

一、特別定額給付金は、生活保護申請時の要否判定の資産としては認定しない

こと。 

以 上 

  



お世話になっております。 

厚生労働省社会・援護局保護課保護係の橋本です。５月 11 日に貴会よりいただきました

要望書につきまして、当課で検討させていただきました結果、以下の通りご回答させてい

ただきます。よろしくお願い申し上げます。 

  

【ご回答】 

 ○生活保護制度については、資産を活用いただくことが、生活保護法上の基本原理とな

っております。 

○特別定額給付金を受領した後は手持ち金となるため、保護開始時の要否判定において

は、活用すべき資産として取り扱われることになります。 
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